
政

府

の

消

費

税

増

税

計

画

に

追

随

し

、

市

長

が

水

道

料

金

や

各

施

設

使

用

料

な

ど

公

共

料

金

に

消

費

税

を

転

嫁

上

乗

せ

・

値

上

げ

し

よ

う

と

し

て

い

ま

す

。

井

上

議

員

は

、

転

嫁

方

針

は

撤

回

を

、

公

共

料

金

は

非

課

税

と

す

る

よ

う

、

ま

た

％

増

税

は

中

止

す

る

10

よ

う

、

政

府

に

声

を

挙

げ

よ

、

等

々

と

、

連

日

の

市

議
会
で
追
及
し
て
い
ま
す
。

井

上

議

員

の

質

問

・

追

及

と

、

市

の

答

弁

の

一

部

に

つ

い

て

紹

介

し

ま

す

。

※

※

●(

井

上

議

員)

消

費

者

に

転

嫁

と

は

法

律

に

書

か

れ

て
お
ら
ず
、
根
拠
は
な
い
。

●

税

務

署

の

資

料

で

も

、

消

費

税

は

「

売

上

げ×

税

率

マ

イ

ナ

ス

仕

入

れ×

税

率

」

と

書

か

れ

て

お

り

、

個

々

の

商

品

に

掛

か

る

も

の
で
は
な
い
。

○(

市

の

答

弁

・

見

解)

法

律

に

「

転

嫁

」

と

書

か

れ

て
い
る
。

●

判

決

で

「
『

転

嫁

』

と

抽

象

的

に

書

か

れ

て

い

る

に

す

ぎ

ず

、

消

費

者

に

納

税

義

務

を

課

し

て

い

る

も

の

で

は

な

い

」

と

確

定

。

○
国
の
通
達
で
も
「
転
嫁
」

と
言
わ
れ
て
い
る
。

●

自

治

体

は

通

達

に

従

う

義

務

は

な

い

。

国

言

い

な

り

だ

。

自

営

業

者

が

、

や

む
を
え
ず
転
嫁
す
る
の
と
、

自

治

体

が

市

民

に

負

担

を

お
し
つ
け
る
こ
と
と
は
別
。

●

そ

の

証

拠

に

、

転

嫁

を

見

送

っ

て

い

る

施

設

も

あ

る

（

学

校

歴

史

博

物

館

や

市
バ
ス

円
区
間
等
）
。

230

○

も

し

転

嫁

し

な

い

な

ら

市

民

の

税

金

で

賄

う

こ

と

に

な

り

、

そ

の

施

設

を

利

用

し

な

い

市

民

に

ま

で

負

担
が
及
ん
で
不
公
平
。

●

こ

の

答

弁

自

身

が

、

転

嫁

に

根

拠

の

な

い

こ

と

を

証

明

。

一

般

に

、

そ

の

施

設

の

使

用

料

入

園

料

収

入

は

、

運

営

経

費

の

う

ち

の

一

部

で

、

残

り

を

税

金

で

賄

っ

て

い

る

施

設

は

い

く

ら

で

も

あ

り

、

こ

れ

は

理

由

に

な

ら

な

い

。

動

物

園

に

行

か

な

い

市

民

が

「

自

分

の

税

金

が

充

て

ら

れ

て

い
る
」
と
怒
る
だ
ろ
う
か
。

●

市

民

が

市

に

払

っ

た

施

設

使

用

料

等

の

消

費

税

①

は
ど
こ
へ
行
く
の
か
。

○

市

の

施

設

の

光

熱

水

費

や

物

品

購

入

の

消

費

税

②

に
充
て
ら
れ
る
。

●

自

営

業

者

は

、

税

務

署

に

納

め

、

且

つ

店

の

光

熱

水

費

は

自

身

で

払

っ

て

お

ら

れ

る

。

①

と

②

の

額

は

一

致

し

な

い

。

①

が

②

よ

り

多

い

場

合

は

市

が

取

り

過

ぎ

て

儲

け

て

い

る

。

逆

の

場

合

は

持

ち

出

し

に

な

っ

て

お

り

、

前

述

の

「

不

公
平
」
論
は
崩
れ
る
。

○

自

治

体

の

場

合

、

法

律

で

①

②

は

一

致

す

る

と

み

な

す

と

書

か

れ

て

い

る

。

市

が

、

中

央

保

護

所

と

い

う

施

設

を

廃

止

、

代

わ

り

に

、

生

活

困

窮

者

の

為

の

「

救

護

施

設

」

を

、

民

設

民

営

で

計

画

中

。

従

来

の

市

立

市

営

を

投

げ

捨

て

る
公
的
役
割
の
放
棄
で
す
。

昨

春

、

事

業

者

を

募

集

、

昨

夏

に

某

法

人

が

選

定

さ

れ
ま
し
た
。

と

こ

ろ

が

、

①

こ

の

法

人

が

提

案

し

た

土

地

は

、

場

所

的

に

入

所

者

の

社

会

●

屁

理

屈

の

「

み

な

し

」

で

あ

っ

て

、

施

設

に

よ

っ

て

①

②

に

凸

凹

が

あ

る

。

消

費

税

が

い

い

加

減

な

仕

組

み

と

の

証

拠

。

実

際

、

力

の

強

い

者

は

転

嫁

で

き

る

し

、

下

請

け

中

小

企

業

な
ど
は
自
ら
持
ち
出
し
だ
。

ま
さ
に
矛
盾
税
だ
。

復
帰
に
疑
問
が
あ
る
こ
と
、

②

法

人

は

、

す

で

に

昨

春

の

一

年

半

前

に

当

土

地

を

買

っ

て

い

た

こ

と

、

③

昨

春

募

集

段

階

で

市

も

法

人

の

土

地

購

入

を

知

っ

て

い

た

こ

と

、

③

選

定

委

員

会

で

当

法

人

を

選

ん

だ

と

の

こ

と

で

す

が

、

同

委

員

会

と

は

単

な

る

市

の

職

員

チ

ー

ム

だ

っ

た

こ

と

、

な

ど

の

疑

惑

が

浮

上

し

て

き

ま

し
た
。
継
続
追
及
の
予
定
。
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市
の
公
共
料
金
へ
の
消
費
税
上
乗
せ
転
嫁
値
上
げ
案
は
撤
回
せ
よ

消
費
税
の
奇
々
怪
々

市
民
が
納
め
た
消
費
税
を
、
市
は
税
務
署
に
払
っ
て
い
な
い
!?

救
護
施
設
の
マ
カ
不
思
議

素晴らしい庶民の文化
＝南区文化展を鑑賞＝

３月２～７日、南区文化展が開か

れ、毎年、井上議員も鑑賞させて頂

いています。写真や絵画、書道、手

芸等々、南区の庶民文化の素晴らし

い傑作揃い。議会でも井上議員は、

一流の文化発展とともに、市がもっ

と庶民の文化活動の裾野の拡大に努

めるべきことなどを求めています。
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